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第１７章 比較森林政策論

Ⅰ 比較森林政策論の研究動向

１． 戦前の研究

わが国は欧米諸国に比して遅れて近代化・資本主義化したので，国の基本とな

る憲法や民法のあり方などを欧米諸国から学ぶとともに，わが国の歴史と実態，

めざすべき国家像を考慮して，様々な法律を制定しなければならなかった。こう

したことは森林政策についても言えることであり，明治政府は欧米諸国の森林法

について調査研究するとともに，幕府を含め各藩の林政について資料を収集せざ

るを得なかった。

１８９７年に制定された第１次森林法はフランスの森林法の影響をうけて制定され

たと言われており，山林局は第１次森林法の制定のために欧米諸国の森林法の目

的，仕組み，手法について調査・把握した。当時の理解の程度を知る良い資料

は，第１次森林法の制定に中心的役割を果たした高橋琢也が書いた『森林法論』

（１８９８年１））の第１１章「各国森林の要領」である。改めてこの章を読み返してみ

ると，フランス，ドイツ各州，オーストリア，スイスなどの森林法の内容につい

て把握されており，その水準は高い。

１９０７年に第２次森林法が制定され，わが国の森林政策は実行段階に入ったが，

山林局はその後も欧米諸国の森林法に関する情報を収集した。その成果の一端は

『第１輯外国森林法規』（１９２８年２））と『第２輯外国森林法規』（１９３０年３））にみる

ことができる。そこでは１８２７年のフランス森林法，１８５２年のオーストリア森林

法，１８７７年のイタリア森林法，１８９６年のバイエルン森林法，１９１９年のイギリス林

業法などが訳されており，その資料的価値は高い。

なおミュンヘン大学の教授であったマックス・エンドレスが１９０５年に『森林政

策』４）を出版している。同書は１９２２年に第２版が出されており，戦前のドイツを

代表する森林政策学の教科書である。比較森林政策研究という点で重要なことは

森林に関わる立法，保安林，公有林，木材商業などについて，ドイツの各州だけ
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ではなく，ヨーロッパ諸国の状況についても叙述されているために，資料的価値

が非常に高く，１９世紀から２０世紀初頭のヨーロッパ諸国の森林政策について研究

する場合には，同書を読み込むことは必須な作業である。

２． 戦後初期の研究

敗戦にともなう戦後改革の実施はわが国のあり方を大きく変え，わが国は基本

的人権の保障を前提とする民主的国家としての歩みを始めた。こうした体制転換

は比較森林政策研究のあり方にも影響を与えており，戦前の研究はフランス，ド

イツなどのヨーロッパ諸国の森林法を中心にして直接政策立案に関わって行われ

たが，戦後の研究はヨーロッパ諸国だけではなく，アメリカ，カナダ，ソ連邦，

ニュージーランドなどを対象としている。また森林政策の目的，仕組みや手法を

研究するだけはなく，森林所有と林業生産の現状，森林利用と森林政策の歴史，

そして林産物の需給と輸出入状況などを広く研究対象にしている。

戦後初期の研究に弾みをつけたのは１９４８年の林業経済研究所の創設であり，雑

誌『林業経済』の定期発行である。また１９４７年に外国林業研究会が設立されてい

る。塩谷勉は同研究会の設立について，次のように述べている。「経済安定本部

と農林省林野局のお骨折で外国林業研究会というものが出来た。研究に当るのは

全国各大学の若い研究者で第１回の会合は昭和２２年１２月に開かれ，側面援助の意

味で GHQの天然資源局からドナルドソン中佐も出席したことを覚えている。研

究対象が，東と西の２大強国で，しかも対照的な行き方をしている，アメリカと

ソ連邦重点的であったのも無理からぬところであった。私がその時一番大きな森

林国ソ連邦を一人で引き受けてしまったというのも，今にして思えば無謀なこと

であった。（中略）。同研究会はそれから数回の会合の後，１年位で林業経済研究

所にその運営を引継がれ２，３年続いたのである」（１９５２年５））。

このように連合国軍総司令部（GHQ）の側面援助もあって外国林業研究会が

発足し，戦後の研究が始まったことに時代状況が端的に反映している。『林業経

済』から外国林業研究会の活動との関連で行われた研究について拾い上げると，

アメリカ関係では，筒井�夫（１９４９年６）），太田研太郎（１９４９年７）），野々村豊

（１９４９年８）），宮原省久（１９５０年９））などの研究がある。ソ連邦関係では，佐藤義

弥（１９４９年１０）），塩谷勉（１９５０年１１）），池田博（１９５１年１２））などの研究がある。い

ずれも関係論文の翻訳・紹介レベルであるが，当時の状況ではそうしたレベルで

さえ新しい情報であったのである。

ここで戦後初期に著書としてまとめられた業績をみると，１９４８年に出版された

島田錦蔵の『アメリカ林業発展史』１３）がある。同書は GHQ天然資源局から文献

提供をうけてまとめられたものであり，アメリカの林業発展史を概説したもので

ある。また１９５３年には塩谷勉の『ソ連邦の林業と林政』１４）が出版されている。同

書は『林業経済』に連載された同名の論文をまとめて出版したものであり，わが

国で最初のソ連邦の林業と林政について総括的紹介をめざしたものである１５）。同

書は戦前，戦後を通じたソ連邦に関する日本語の文献を中心とし，英語とドイツ

語の文献を補足的に活用して執筆しており，執筆者の努力はさることながら，そ

こには当時のわが国のソ連邦に関する研究と情報収集のレベルが反映している。

さらに行政官であった奥原日出男が３か月にわたるアメリカ林業視察の成果を

『アメリカ合衆国の林業行政』（１９５４年１６））としてまとめて出版している。同書は

アメリカへの渡航さえもが困難な時代において視察結果をまとめたものなので，

戦後初期におけるアメリカ国有林の事業内容，そしてカリフォルニア州，オレゴ

ン州，ワシントン州の森林施業法を知る上で，今なお資料的価値がある。

林野庁は１９５５年から１９５６年にかけて，ドイツ，フランス，アメリカ，スイス，

イギリスについて，片山茂樹，島田錦蔵，小田許久に執筆を依頼して，『主要林

業国における林野制度の概要』をまとめ出版した１７）。各国の報告を読むと，森林

法が紹介されているなど，各国の戦前の森林政策の仕組みと状況を知る上で，資

料的価値がある。

戦後初期の研究でその後の研究に影響を与えたのは石渡貞雄が提唱した林業を

採取的林業と育成的林業に分けるとともに，アメリカの林業が採取的林業の典型

とした考えである（１９５２年１８））。それまでは林業は造林に始まり，造林木を伐採

して終了すると考え，ドイツ林業が収穫の保続も実現しており，もっとも発展し

たものであるというのが林学の通念であった。石渡はそうした通念を打ち砕き，

林業は採取的林業から出発し，育成的林業へと発展する。それ故に林業史研究の
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起点には採取林業をおかねばならず，そうした点にアメリカ林業の位置付けがあ

り，ドイツ林業は大土地所有の壁に資本の運動が遮られ歪んだ構造として展開し

たものであるとした。石渡貞雄の理論が提示されてからは，石渡理論を認める

か，認めないかにかかわらず，比較森林政策研究は石渡理論を意識しておこなわ

れなければならなくなった。その理由は同理論が各国林業の発展段階を評価する

場合の一つの有力な基準を提示したからである。

１９５３年に第３代アメリカ農務省森林局長官であったウィリアム・グリーリーの

執筆した『森林政策』が出版されている。同書は３部にわかれ，２部ではドイ

ツ，フランス，スイス，ソ連邦，そして日本などの森林政策が叙述されており，

第３部ではアメリカにおける森林政策の展開が分析されている。同書の分析が注

目されて各国の森林政策が森林計画研究会報で翻訳されている１９）。一方，ミュン

ヘン大学教授であったビクトル・ディートリッヒの『林業政策』が同じ１９５３年に

出版されている２０）。ディートリッヒの著書は森林機能論にもとづいて林業政策を

体系的に論述している点に特徴があり，ドイツでは大きな影響を与えた考え方で

あった。しかし当時のわが国では経済発展と木材生産を重視する考えが強かった

ので，彼の考えは注目されず，研究に影響を与えることはなかった。

３．１９５５年から１９８０年までの研究

この時期はわが国の高度経済成長が始まった１９５５年から，欧米諸国に追い付

き，わが国が豊かな社会に到達した１９８０年までの期間を対象とする。研究者は島

田錦蔵，塩谷勉という明治生まれの世代から一回り若返って，大正や昭和初期に

生まれの世代に変化している。また外国への留学も徐々に可能となり，外国留学

による研究成果も出始めた時期である。

まずこの時期で注目しなければならないのは半田良一の一連の研究である。半

田はドイツ・ミュンヘン大学に留学して，その間に多くの国を訪問し，その研究

成果を『森林組合』に掲載した（１９７６～７８年２１））。取り上げた国はスウェーデン，

ノルウェー，フィンランド，ルーマニア，東ドイツ，イギリス，オーストリア，

スイス，西ドイツの９か国である。取り上げたどの国の分析も水準が高く，半田

の研究は各国林業と森林政策の現状把握の模範となるものである。ここで西ドイ

ツを例に分析項目をみると，①経済と土地利用，②森林分布の概観，③森林の所

有構造，④木材の需給，⑤木材工業，⑥森林の行政管理機構，⑦森林法制の沿革

と現状，⑧民有林への諸施策，⑨林業税制，⑩森林組合，⑪林業経営の問題点，

⑫収穫の合理化，⑬林業労働，⑭環境保全と森林の保健機能，である。各国の森

林政策を比較し，その共通性と特殊性を理解して，それぞれの国の課題を明らか

にすることを目的とする比較森林政策論研究はその前提として各国の林業と森林

政策に関する正確な把握がなければならない。特定の国をとりあげて，その国の

林業と森林政策を研究する場合，半田の一連の研究内容はそのモデルとなるもの

である。

ここで各国に対する個別研究をみる。まずアメリカであるが，船越昭治が前述

の石渡理論をふまえて，公有地の処分過程を分析した（１９５５年２２））。船越の論文

が注目されるのは，単に関係論文を翻訳・紹介するというレベルから，多くの関

係論文を読み込むとともに，一定の問題意識に即して，それらを整序して構成し

ているからである。岡田泰男は採取的林業の展開実態を製材業に焦点をあてて５

大湖周辺の諸州において具体的に分析した（１９６０年２３））。船越と岡田の論文は政

策研究の前提としてのアメリカ林業史研究のレベルを一歩前進させたと評価でき

る。また松島良雄はアメリカ留学の成果をふまえながら，土地利用の一環として

の林地利用の特徴を明らかにした（１９５８年２４））。１９７０年代に入って米材の輸入量

が増加したが，加藤隆はアメリカの林産物の需要と価格の動向を分析した（１９７３

年２５））。さらに野村勇は米材の産地事情を明らかにするという観点からアメリカ

とカナダ林業の実情をとりまとめ，報告した（１９７７年２６））。

ミシガン大学教授サミュエル・ツラスク・ダーナは１９５６年に『森林政策と牧野

政策』を出版し，アメリカにおける森林政策と牧野政策の展開過程を叙述し

た２７）。本書の出版によってアメリカにおける森林政策の展開過程が詳細に明らか

になった。またエール大学教授のアルバート・ウォーレルは１９７０年に『森林政策

原理』を出版し，目的，手段，政策過程から構成される森林政策学の体系を提示

した２８）。

ソ連邦についてみると，赤井英夫はロシア語の文献を訳しながら戦後の林業展
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開を分析し，「非能率な状態を呈している伐採林業から飛躍的な急展開をみたソ

ヴェート林業は当分激しい trial and errorをくりかえすであろう」（１９５６年２９））

とした。また田中茂は森林経理学の発展とヨーロッパ・ロシアの森林荒廃につい

てまとめた（１９６２年３０））。さらに荒谷明日児は１８６１年から１９１７年のロシア革命ま

での，ヨーロッパ・ロシアにおける森林荒廃，伐出業と製材業の展開過程を明ら

かにした（１９７０年３１））。塩谷勉は戦後初期からソ連邦の林業に関心を持ち続けた

が，１９６２年の秋に１か月ほど訪ソし，林業事情を視察した。その際に集めた資料

を活用するとともに，ソ連邦の林業に関心を持つ若手研究者の協力をえて，ソ連

邦の林業と木材工業の現状をまとめた（１９６５年３２））。本書によって，アメリカと

は異なるソ連邦の林業と木材工業の全体像が明らかになった。

ドイツの研究はアメリカ，ソ連邦の研究に比して遅れて始まっていることを指

摘しなければならない。個別論文では１９６３年に阿部正昭が国有林の成立過程につ

いて実証的に分析した研究がある位である３３）。ここで著書としてまとめられた研

究をみると，小沢今朝芳が１９６８年にプロイセンやザクセンの国有林を中心に森林

経営の展開過程を分析した３４）。研究史的には「法正林思想」を１９世の初期資本主

義段階の森林統制のための思想として規定し，ユンカーによって受容・推進され

たとしたことが評価されるが，木材生産・収益性重視の観点が強すぎるために，

第２次大戦後の西ドイツ国有林の森林経営思想を評価することができなかった。

森林政策学者であり，森林史に詳しいゲッチンゲン大学教授ノカール・ハーゼル

は１９７１年に『林業と環境』を出版した３５）。同書はディートリッヒの森林機能論を

ふまえてまとめられており，森林の保全機能と休養機能が重視される「工業化段

階」の森林政策のあり方を提示している。また戦後段階の林業や森林政策の仕組

みなどについて記述しているので，戦後のドイツ林業を知る上で必読の文献であ

る。また戦後のドイツを代表する林業経営学者であるフライブルク大学教授のゲ

ルハルト・シュパイデルは１９６７年に『林業経営学』を出版した３６）。同書は森林経

営の収益論ではなく，費用論を展開していることに特徴がある３７）。

その他の国についてみると，松尾兎洋がスイスの林業について紹介している

（１９６４年３８））。また１９７０年代中葉に積極的に海外研究を行った研究者に沼田善夫が

いる。沼田はフランス語が得意であり，その語学力をいかして，フランス，イギ

リス，ECの林業政策について報告している３９）。沼田は１９７０年代から８０年代にか

けて，１人フランスの森林政策について調査・分析を行った。

なお比較森林政策論研究という視点からすると，林野庁が１９６４年の林業基本法

制定時に欧米各国の森林政策について調査研究し，報告書としてまとめていない

ことは，農業基本法の制定時に西ドイツやフランスの農業政策について様々な研

究がなされたことと対比して考えると，不思議な現象であり，注意すべき点であ

る。

４．１９８１年から２００５年までの研究

この時期はわが国を含め欧米諸国が豊かな社会となり，国民の多くが木材生産

よりも自然環境の保全に関心を寄せるようになった１９８１年から，森林政策問題が

国際舞台で議論されるとともに，経済社会がグローバル化した２００５年までの期間

を対象とする。この時期は１９８５年のプラザ合意にもとづく円高の進行によって，

外国に容易に行けるようになり，詳細な聞き取り調査ができるようになるととも

に，自然環境問題が森林政策に様々な影響をあたえて，従来と異なる研究視点の

構築が求められた。森林政策への市民参加や合意形成など，森林政策における民

主主義のあり方が問われた時期でもある。

（１） アメリカ研究

まず餅田治之が殖民地時代から１９世紀末までの採取的林業の展開過程をとりま

とめた（１９８４年４０））。餅田の問題意識の背後には石渡理論があるが，多くの英文

と和文文献を活用して，展開過程を整除した。また餅田はアメリカの森林資源計

画制度を概説し，１９６９年の国家環境政策法が林業や森林政策に与えた影響を指摘

した（１９８８年４１））。さらにマダラフクロウ保護問題から端を発した国有林の伐採

制限と丸太輸出規制問題について分析した（１９９２年４２））。餅田は林業史としての

アメリカ林業論と環境問題としての森林政策研究との橋渡し的位置にいる。

一方，加藤隆はウエアハウザー社をはじめとした大手木材企業の寡占状態を分

析し，アメリカ国内向けとわが国向けにおける木材価格差別化の実態を明らかに
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した４３）。村嶌由直は英文文献の収集と現地調査の成果をふまえて，産業組織論的

観点から木材産業の動向を分析した（１９８８年４４））。村嶌の研究では大手木材企業

の合併と買収の実態を明らかにしたことが注目される。

アメリカでは１９６０年代以降，自然保護運動が本格化し，１９６４年の原生自然

法，１９６９年の国家環境政策法，１９７３年の絶滅の恐れのある種の法などが制定され

て，これまでの木材生産を重視する国有林のあり方の見なおしを強いるととも

に，森林管理や政策過程への市民参加の制度化が推進された。

行政法学者である畠山武道は１９９２年に『アメリカの環境保護法』を出版し，環

境法の観点から，海岸保全，国立公園と国有林，そして野生動物問題などを取り

上げて，問題を提起した。この著書は体系的であり，またマダラフクロウ問題に

かかわる国有林問題を平易に解説したので，大きな影響を与えた４５）。さらに畠山

は環境法と国有林の動向について詳しく報告した（１９９５年４６））。

この時期にアメリカを対象にして活発な研究活動を行った研究者に大田伊久雄

と柿澤宏昭がいる。大田は木材販売方法，森林管理理念，１９９２年からのエコシス

テムマネージメントの採用に注目して，「国民のための国有林」の理念と内実を

分析するとともに，国有林管理の展開過程をまとめた４７）。大田によれば，エコシ

ステムマネージメントは民主的国有林管理への挑戦であるが，それが真に持続可

能であり，私有林をふくめた管理のモデルになるためには，アメリカは「資源を

国内の他地域や海外に求める姿勢があってはならない」４８）とした。一方，柿澤は

エコシステムマネージメントを大田よりも広く解釈し，それは自然資源管理のあ

り方の大きな転換を意味するとする４９）。そこでは，「森林は森林だけでは取り出

して考えられないこと，単なる林業生産だけではなく社会全体・生態系全体の持

続性を考える必要があること，所有の枠をこえた総合的な資源管理が必要であ

る」５０）。このように国有林はエコシステムマネージメントの採用によって生態系

の保護をはかりながら国民の多様な要求に応えようとしている。しかし資本主義

のリーダーであるアメリカは，所有者の権利を何よりも重視する「所有者社会」

であり，人間中心主義が強固であることにも留意する必要がある。

森林管理の目的が木材生産から多目的利用に推転するにともなって，市民参加

や合意形成が重視されるようになった。柿澤宏昭は知床国有林伐採問題の経緯を

分析して合意形成の重要性を提起し，アメリカ国有林における市民参加の制度を

研究した５１）。伊藤太一は国有林におけるレクリエーションをめぐる合意形成過程

を具体的に論じた（１９９３年５２））。さらに土屋俊幸は国有林の森林計画策定過程に

おける市民参加の実態を分析した（１９９５年５３））。柿澤宏昭はこれらの研究成果や

１９８０年代のアメリカ国有林の森林計画策定をめぐる市民参加の失敗の経験をふま

えて，市民の意見を聞くけれども決定は国有林当局が行なうという参加形態では

不充分であり，エコシステムマネージメントでは市民とともに議論し，決定も共

に行なうという仕組みの構築が求められるとした（１９９７年５４））。

このように１９８０年代以降，アメリカ研究は活発化したが，国有林の新たな展開

を含めてアメリカ林業の全体構造を把握しようとしたのが村嶌由直である。村嶌

は１９９８年に『アメリカ林業と環境問題』を編著でまとめて出版した５５）。この著書

は戦後の比較森林政策論研究の中心に位置したアメリカ研究の到達点をなしてい

る。そこで取上げられている項目は，①林業・木材産業の地域性，②私有林の経

営と助成，③国有林管理と展開，④州政府の森林政策，⑤木材企業の動向と多国

籍化，などである。

（２） カナダ研究

カナダ研究はアメリカ研究と比べると，少ないだけではなく，１９８０年代中葉か

ら始まっている。

加藤隆は１９８８年にカナダの文献を使って，カナダの林業と森林管理の仕組みを

概説した５６）。この研究がこの時期の最初のカナダ研究である。さらに加藤はこの

研究をふまえて，BC州の原木ライセンス制度の変化が原木供給に与える影響に

ついて明らかにした（１９９４年５７））。餅田治之は環境対応を余儀なくされた１９９０年

代の BC州森林管理の状況を分析して，その対応が木材生産量の減少と生産コス

トの上昇をもたらして，BC州の林業が国際競争力を弱めているとした（１９９７

年５８））。一方，植木達人は BC州林業の特徴を州政府の原木ライセンス制度に支

えられた大手木材企業の寡占構造にみて，その構造の故に BC州政府が採用した

環境重視の政策も現実には有効に機能せず，環境保護団体や先住民との矛盾を深

めているとした。植木はさらにこうした構造は BC州では戦後一貫したものであ
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観点から木材産業の動向を分析した（１９８８年４４））。村嶌の研究では大手木材企業

の合併と買収の実態を明らかにしたことが注目される。

アメリカでは１９６０年代以降，自然保護運動が本格化し，１９６４年の原生自然

法，１９６９年の国家環境政策法，１９７３年の絶滅の恐れのある種の法などが制定され

て，これまでの木材生産を重視する国有林のあり方の見なおしを強いるととも

に，森林管理や政策過程への市民参加の制度化が推進された。

行政法学者である畠山武道は１９９２年に『アメリカの環境保護法』を出版し，環

境法の観点から，海岸保全，国立公園と国有林，そして野生動物問題などを取り

上げて，問題を提起した。この著書は体系的であり，またマダラフクロウ問題に

かかわる国有林問題を平易に解説したので，大きな影響を与えた４５）。さらに畠山

は環境法と国有林の動向について詳しく報告した（１９９５年４６））。

この時期にアメリカを対象にして活発な研究活動を行った研究者に大田伊久雄

と柿澤宏昭がいる。大田は木材販売方法，森林管理理念，１９９２年からのエコシス

テムマネージメントの採用に注目して，「国民のための国有林」の理念と内実を

分析するとともに，国有林管理の展開過程をまとめた４７）。大田によれば，エコシ

ステムマネージメントは民主的国有林管理への挑戦であるが，それが真に持続可

能であり，私有林をふくめた管理のモデルになるためには，アメリカは「資源を

国内の他地域や海外に求める姿勢があってはならない」４８）とした。一方，柿澤は

エコシステムマネージメントを大田よりも広く解釈し，それは自然資源管理のあ

り方の大きな転換を意味するとする４９）。そこでは，「森林は森林だけでは取り出

して考えられないこと，単なる林業生産だけではなく社会全体・生態系全体の持

続性を考える必要があること，所有の枠をこえた総合的な資源管理が必要であ

る」５０）。このように国有林はエコシステムマネージメントの採用によって生態系

の保護をはかりながら国民の多様な要求に応えようとしている。しかし資本主義

のリーダーであるアメリカは，所有者の権利を何よりも重視する「所有者社会」

であり，人間中心主義が強固であることにも留意する必要がある。

森林管理の目的が木材生産から多目的利用に推転するにともなって，市民参加

や合意形成が重視されるようになった。柿澤宏昭は知床国有林伐採問題の経緯を

分析して合意形成の重要性を提起し，アメリカ国有林における市民参加の制度を

研究した５１）。伊藤太一は国有林におけるレクリエーションをめぐる合意形成過程

を具体的に論じた（１９９３年５２））。さらに土屋俊幸は国有林の森林計画策定過程に

おける市民参加の実態を分析した（１９９５年５３））。柿澤宏昭はこれらの研究成果や

１９８０年代のアメリカ国有林の森林計画策定をめぐる市民参加の失敗の経験をふま

えて，市民の意見を聞くけれども決定は国有林当局が行なうという参加形態では

不充分であり，エコシステムマネージメントでは市民とともに議論し，決定も共

に行なうという仕組みの構築が求められるとした（１９９７年５４））。

このように１９８０年代以降，アメリカ研究は活発化したが，国有林の新たな展開

を含めてアメリカ林業の全体構造を把握しようとしたのが村嶌由直である。村嶌

は１９９８年に『アメリカ林業と環境問題』を編著でまとめて出版した５５）。この著書

は戦後の比較森林政策論研究の中心に位置したアメリカ研究の到達点をなしてい

る。そこで取上げられている項目は，①林業・木材産業の地域性，②私有林の経

営と助成，③国有林管理と展開，④州政府の森林政策，⑤木材企業の動向と多国

籍化，などである。

（２） カナダ研究

カナダ研究はアメリカ研究と比べると，少ないだけではなく，１９８０年代中葉か

ら始まっている。

加藤隆は１９８８年にカナダの文献を使って，カナダの林業と森林管理の仕組みを

概説した５６）。この研究がこの時期の最初のカナダ研究である。さらに加藤はこの

研究をふまえて，BC州の原木ライセンス制度の変化が原木供給に与える影響に

ついて明らかにした（１９９４年５７））。餅田治之は環境対応を余儀なくされた１９９０年

代の BC州森林管理の状況を分析して，その対応が木材生産量の減少と生産コス

トの上昇をもたらして，BC州の林業が国際競争力を弱めているとした（１９９７

年５８））。一方，植木達人は BC州林業の特徴を州政府の原木ライセンス制度に支

えられた大手木材企業の寡占構造にみて，その構造の故に BC州政府が採用した

環境重視の政策も現実には有効に機能せず，環境保護団体や先住民との矛盾を深

めているとした。植木はさらにこうした構造は BC州では戦後一貫したものであ
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ることを明らかにした５９）。

根本昌彦はカナダ林業における先住民の重要性に着目して，その問題解明のた

めに財産権と先住民の関係まで掘り下げて分析した６０）。根本の研究は先進国を対

象とする森林政策研究において先住民問題を初めて扱ったものである。さらに根

本はカナダ独自の認証制度について研究するとともに，環境重視を強めるカナダ

の森林政策について，林産業の動向，持続可能な森林経営への取り組みを分析し

て，そこには州政府と企業との連携の問題，テニュアー問題，州政府の管理能力

の問題，先住民の土地財産権を巡る問題など解決されるべき様々な問題があるこ

とを明らかにした６１）。

（３） 旧ソ連邦・ロシア研究

細川隆雄は１９８７年にロシア語の文献を使って，ソ連邦の森林資源，造林の歴

史，木材工業の展開過程と地域構造などを概説的にまとめた６２）。同じくピー

ター・ブランドンはロシア語の文献を使って，素材生産では原材料の無駄使いが

みられ，生産性が低いなど，様々な問題があることを分析的に示した（１９８３

年６３））。さらにブレントン・バールとカテリーン・ブラーデンはソ連邦の林業と

木材工業には木材消費地であるウラル以西と木材の生産地であるシベリア，極東

という地理的分断状況があり，それが様々な林業と木材工業問題の根源であるこ

とを解明した（１９８８年６４））。これらの研究によって，とかく理想的に考えられが

ちであったソ連邦の林業には様々な問題があることが示された。

ゴルバチョフ大統領によって主導されたペレストロイカの進展によって，ソ連

邦の現実の姿が徐々に明らかになるとともに，１９８８年頃から現地聞き取り調査が

可能になった。石井寛はバールとブラーデンの研究成果によりつつ，１９７０年代以

降の木材生産の停滞状況を明らかにした（１９９０年６５））。また柿澤宏昭と石井はサ

ハリン州について現地調査を行ない，その森林管理の現状を報告した（１９９１

年６６））。

１９９１年にソ連邦は崩壊し，市場経済化にむけた新たな展開が始まった。そこで

は社会主義から市場経済への移行というかってない事態が出現しており，その実

態解明には詳細な現地調査，文献の収集と解析が求められることになった。そう

した課題に取り組んだのが柿澤宏昭である。柿澤は海外のロシア林業研究をふま

え，またロシアの林業研究者と協力しつつ，意欲的に研究を進めた６７）。そして２００３

年には山根正伸とともに，その間の研究成果を『ロシア 森林大国の内実』とし

てまとめて，出版した。その成果によれば，１９９７年に成立したロシア連邦森林法

典では，森林資源は連邦所有として規定したが，森林の利用権の分配や森林の保

護・利用の監督は地方政府が担うとした。しかし２０００年に成立したプーチン政権

は中央集権化を志向しており，ロシアの森林行政はふたたび激動期に入ったので

ある６８）。

菊間満と林田光祐は沿海地方の針広混交林の特徴を調べるとともに，先住民族

の森林利用の実態を報告した（２００４年６９））。また阿部信行はシベリア森林研究所

の研究員と共同して，地球温暖化との関連で関心の高まったシベリアの森林につ

いて調査し，報告した（２００４年７０））。

（４） ドイツ研究

自然環境への関心が高揚し，人間社会と森林の関係を見直す必要から，ドイツ

林業への関心が改めて高まり，様々な視点から研究が行なわれるようになった。

北村昌美は「森林と文化」という視点から，シュヴァルツヴァルトの四季をまと

めて出版するとともに，森林に関する市民の意識について，ドイツと日本の比較

研究を行なった７１）。木村正信と有永明人はドイツの入林権と休養林の法的扱いに

ついて分析を行なった（１９９４年７２））。

この時期の特徴はドイツに留学した研究者が研究成果をまとめて報告したこと

である。石井寛は戦後におけるドイツ林業の歴史研究の成果と現状分析をつなげ

るべく努力した。また旧東ドイツの森林管理制度の変化について明らかにし

た７３）。神沼公三郎は酸性雨被害の状況と保安林制度について分析した７４）。さらに

堀靖人は森林組合制度とバーデン・ヴュルテンベルク州で世界で初めて実施され

た林地平衡給付金制度について研究した７５）。

なお森林政策上の基礎的研究として，飯塚寛は１９８６年から１９８９年に実施された

連邦森林調査の結果を報告し（１９９２年７６）），山縣光晶は１９７５年連邦森林法とバー

デン・ヴュルテンベルク州の森林法を翻訳した（１９９３年７７））。
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ることを明らかにした５９）。

根本昌彦はカナダ林業における先住民の重要性に着目して，その問題解明のた

めに財産権と先住民の関係まで掘り下げて分析した６０）。根本の研究は先進国を対

象とする森林政策研究において先住民問題を初めて扱ったものである。さらに根

本はカナダ独自の認証制度について研究するとともに，環境重視を強めるカナダ

の森林政策について，林産業の動向，持続可能な森林経営への取り組みを分析し

て，そこには州政府と企業との連携の問題，テニュアー問題，州政府の管理能力

の問題，先住民の土地財産権を巡る問題など解決されるべき様々な問題があるこ

とを明らかにした６１）。

（３） 旧ソ連邦・ロシア研究

細川隆雄は１９８７年にロシア語の文献を使って，ソ連邦の森林資源，造林の歴

史，木材工業の展開過程と地域構造などを概説的にまとめた６２）。同じくピー

ター・ブランドンはロシア語の文献を使って，素材生産では原材料の無駄使いが

みられ，生産性が低いなど，様々な問題があることを分析的に示した（１９８３
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た林地平衡給付金制度について研究した７５）。

なお森林政策上の基礎的研究として，飯塚寛は１９８６年から１９８９年に実施された

連邦森林調査の結果を報告し（１９９２年７６）），山縣光晶は１９７５年連邦森林法とバー

デン・ヴュルテンベルク州の森林法を翻訳した（１９９３年７７））。
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カール・ハーゼルは１９８５年に『森林史』を著し，山縣光晶はそれを翻訳して，

『森が語るドイツの歴史』として出版した（１９９６年７８））。同書はドイツの森林史の

通史であり，同書を読むと，ドイツの森林利用と森林政策・管理の歴史を具体的

に知ることができる。同時に山縣はドイツの森林政策と管理の現状についてもま

とめており（１９９９年７９）），山縣がドイツ研究に果たした役割は大きなものがある。

石井寛と神沼公三郎は２００５年に『ヨーロッパの森林管理』を編著者となって出

版し，そのなかで石井はドイツの行政改革の現状を，神沼は統一森林署の現状

を，八巻一成は自然公園制度を分析，叙述した（２００５年８０））。

（５） フランス，スイス研究

沼田善夫は引き続きフランス研究を行ない，これまでの研究成果を１９９９年に論

文にまとめた（１９９９年８１））。土屋俊幸は国有林と公有林の管理を行う森林公社に

ついて分析し，１９８２年の地方分権化措置のなかで，森林公社とコミューンの関係

の見直しが進んでいることを明らかにした（１９９４年８２））。

大田伊久雄は２００１年に改正された２００１年森林法典について分析し，そこでは環

境保全とともに，木材生産が重視されており，その点にフランス森林政策の特徴

があるとした。また森林公社の合理化について，組織面を中心に解明した（２００３

年８３））。山本美穂は２００１年森林法典で創設された「テリトリーに関する森林憲章」

を分析し，同制度がコミューンや地域の役割を高めて，森林政策における分権化

を進めるとした（２００５年８４））。このように，中央集権的性格の強かったフランス

でもコミューンの役割を重視した森林管理の分権化が進んでいる点に時代の流れ

をみるべきである。

スイス研究であるが，槇道雄が１９９９年にスイスの各種文献を活用して，スイス

の森林政策について概説した８５）。志賀和人は公有林の多いスイスの森林経営構造

と森林行政構造の関わりを実証的に明らかにした８６）。その成果によれば，一定規

模以上の公有林は森林経営と見なされて，そこではゲマインデ雇用の技術者と労

働者が配置され，ゲマインデは森林経営を自主的に行なう。一方，森林行政を担

当するカントンは自ら直接森林行政を行なう場合とゲマインデと契約を結んで，

森林行政の一部をゲマインデに担当させる場合がある。このように森林経営と行

政活動の区別と関連，州主導の森林行政におけるゲマインデの役割などがスイス

の分権的森林政策の基礎構造をなしている８７）。

（６） スウェーデン，イギリス研究

スウェーデンについては土屋俊幸と似多見俊夫が研究を行なった。土屋は１９９２

年から実行された新たな森林政策について分析し，そこでは規制緩和のもとで木

材生産と環境保護の両立をめざしているとした（１９９４年８８））。具体的には広葉樹

造林を除き造林補助金の廃止，伐採などの規制が緩和されており，スウェーデン

は世界に先駆けて，規制緩和を基調とする森林政策を実行している。仁多見俊夫

は１９９４年の森林法改正に伴う施策の変化を紹介した（１９９９年８９））。

イギリスについては鶴助治と島本美保子が研究を行なった。鶴はイギリスの森

林計画制度について報告するとともに，１９９９年にはこれまでのイギリス研究の成

果をまとめた９０）。島本は林業補助金制度について詳しく紹介した（１９９４年９１））。

（７） EUの森林政策

森林政策は EUの共通政策の課題ではないが，EUは共通農業政策や環境政策

などとの関連で森林に関わる具体的施策を実施している。

村嶌由直は１９８８年に森林政策が EUの共通政策になっていない現状をふまえ

て，EU加盟国の林業がどのような共通の課題を抱え，共通政策の必要性をどの

ように各国が認識しているのかを EUの資料を使って紹介した９２）。柳幸広登は EU

の理事会規則，命令などを詳細に分析し，林業施策は１９７０年代後半に共通農業政

策における条件不利地域対策の一環として始まったこと，１９８０年代半ばには，理

事会規則が制定されて，農地造林への助成が全ての地域で行なわれるようになる

とともに，大気汚染や火災からの森林保護が助成の対象になったことを明らかに

した。さらに柳幸は EUの造林助成策が各国の造林に与えた影響について分析し

た９３）。

EUは１９９５年にスウェーデン，フィンランド，オーストリアを新たに加盟国を

加えたために EU内における林業の位置が高まった。そうした事情もあり，欧州

議会は１９９７年に欧州委員会に対して，EUの林業戦略についての見解を２年以内
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カール・ハーゼルは１９８５年に『森林史』を著し，山縣光晶はそれを翻訳して，

『森が語るドイツの歴史』として出版した（１９９６年７８））。同書はドイツの森林史の
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をみるべきである。
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の森林政策について概説した８５）。志賀和人は公有林の多いスイスの森林経営構造

と森林行政構造の関わりを実証的に明らかにした８６）。その成果によれば，一定規

模以上の公有林は森林経営と見なされて，そこではゲマインデ雇用の技術者と労
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にまとめるように決議を行なった。理事会は欧州委員会の報告をうけて，１９９８年

に「EUの林業戦略に関する決議」を採択した。それによれば，森林政策は EU

の共通政策とはせずに，加盟各国の権限に属するものの，農業政策，環境政策等

との関連において森林に関わる個別施策を実施するとした。

とくに重要なのは農村開発政策との関連における施策であって，１９９９年に制定

された「農村開発に関する欧州農業指導保証基金の助成に関する理事会規則」に

よれば，農地造林を継承・拡大するとともに，森林の経済的，生態的，社会的機

能を高めるために助成するとしている。石井寛はこうした EUの森林政策に関す

る新たな動きについて，分析・把握した（２００５年９４））。その結果によれば，EU

の林業助成は加盟国が立案した農村地域開発プログラムを EU理事会が承認した

上で行われており，加盟各国の森林施策に大きな影響を与えている。

（８） ニュージーランド研究

ニュージーランドへの関心はラジアータパインを中心とする短伐期育成林業と

国有林の民営化の進展にともなって１９８０年代中葉以降に高まった。木平勇吉は

１９８９年に農業的発想で推進された企業的人工林林業がニュージーランドの歴史的

風土のなかで如何にして誕生したのかを解説し９５），箕輪光博は国有林の民営化の

意味することについて，わが国での森林経理学論争との関連で論じた９６）。さらに

箕輪は民営化が１９８７年の林業公社，保全局，林業省への３分割，１９９０年以降の国

有林立木伐採権の売却という２段階をわけて行なわれたこと，国有林の民営化に

は賛否の両論があること，とくに生産林と環境林にわけて管理を行うべきとする

管理２分論をわが国で適用する場合には注意すべきことを主張した９７）。

一方，柳幸広登は１９９２年から始まる「第３次造林ブーム」の造林主体と背景に

ついて分析し，それが造林会社による「パートナーシップ造林」によって推進さ

れており，その背景として，農業助成策が廃止されたために牧羊業の採算性が大

幅に低下したこと，立木価格の上昇が続いていることなどがあることを明らかに

した９８）。柿澤宏昭は１９９１年に制定された資源管理法が森林を含めた環境資源を個

別的に分離して管理するのではなく，総合的に管理することをめざしており，こ

うした新たな資源管理方法が規制緩和を推し進める政府によって採用されている

ことに注目すべきであるとした（２００１年９９））。

木平勇吉はこれらの研究をふまえて，人工林育成林業の実態，国有林民営化を

含む森林行政改革，資源管理法による森林管理，そして林産業と貿易など，ニ

ュージーランドの林業と森林政策の現状と課題についてまとめた（１９９９年１００））。

（９） 各国の森林政策に関する比較研究

各国の森林政策に関する比較研究は，各国の林業の現状，森林政策の仕組み，

そして森林の利用や政策の歴史などがある程度研究・把握されてから実施される

ものである。そうした意味では研究方法的には各国研究の蓄積をふまえた上で，

比較研究が行なわれるべきものである。

石井寛は各国の森林政策が森林法を法的根拠に行なわれていることに着目し

て，森林法の比較研究を行なった１０１）。取上げた国はフランス，ドイツ，スウ

ェーデン，スイス，日本などであり，私有林に対する施策を軸に森林法の展開を

「森林施業規制・警察法としての森林法→森林造成・林業振興法としての森林法

→土地利用規制・環境法としての森林法」としてモデル化して，各国を位置付け

た。こうした視点からすると，森林法の展開を主導したのはフランス，ドイツ，

スイスである。わが国の森林政策は１９６４年に林業基本法が制定された以降，林業

基本法と森林法を法的根拠にしており，そうした法的構成にわが国森林政策の産

業政策重視という特徴が表れている。

一方，志賀和人は世界の森林組合を組合員の性格から，森林所有者を組合員と

するもの，林業労働者を組合員とするもの，その他の３タイプに区分した。そし

て森林所有者を組合員とする組織は，ヨーロッパ各国など中小規模私有林が比較

的多い育成林業が発達した国に多いとした（１９９５年１０２））。さらにヨーロッパをみ

ると，スウェーデン，フィンランド，ノルウェーなどのように中小規模林家から

生産される木材の生産販売，加工過程を中心に，行政機構から独立して事業を展

開している森林組合と，ドイツ，オーストリアのように家族的農林業経営の維持

を目的にして小規模に事業を行なっている組合に分けることができる。わが国の

森林組合は中小規模林家を組織基盤としつつも，北欧３国のような展開をとるこ

ともできず，またドイツ，オーストリアのような展開もせずに，国の森林資源政

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／日本林業調査会／１７１４３７／２‐１７章　比較森林政策論  2006.10.30 10.57.02  Page 638 Black



638 639
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ことに注目すべきであるとした（２００１年９９））。
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するもの，林業労働者を組合員とするもの，その他の３タイプに区分した。そし

て森林所有者を組合員とする組織は，ヨーロッパ各国など中小規模私有林が比較
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生産される木材の生産販売，加工過程を中心に，行政機構から独立して事業を展

開している森林組合と，ドイツ，オーストリアのように家族的農林業経営の維持

を目的にして小規模に事業を行なっている組合に分けることができる。わが国の
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策の末端代行機関として政策的につくられたという歴史的経緯から，その性格は

森林整備事業を中心にした「林業請負資本」であるとした。

保安林制度に関する比較研究はドイツ人であるトビアス・ツオルンがドイツ，

オーストリア，日本を対象に行った（１９９９年１０３））。その研究成果によれば，３か

国の保安林制度には共通点と相違点があるが，日本の制度は保安林の種類が１７種

類と多いこと，全森林に占める保安林の割合が３６．６％と高いこと，保安林の機能

を高める治山事業が実施されていることが指摘できる。これに対し，ドイツのバ

イエルン州についてみると，同州の保安林には水源かん養保安林はなく，主とし

て雪崩れ，落石，侵食防止などの国土保全を課題として指定されており，その指

定割合は８％に過ぎないこと，治山事業はこれまでほとんど行なわれておらず，

ようやく事業が行なわれたのは１９８６年の保安林再整備計画からである。なお保安

林にかんする個別研究としてはドイツの保安林に対する神沼公三郎の研究が

（１９９７年１０４）），フランスの保安林に対する香川隆英の研究などがある（１９９７

年１０５））。

ここで国有林に関する比較研究がほとんど行なわれていないことを指摘しなけ

ればならない。比較研究としては笠原義人が１９８０年代の動向を（１９８９年１０６）），石

井寛が環境重視，規制緩和時代の国有林経営の新動向をアメリカ，スウェーデ

ン，ドイツについて紹介した位があるだけである（１９９６年１０７））。国内的にはこの

時期に国有林のあり方が議論された時期にもかかわらず，個別研究として大田伊

久雄が２０００年に出版した『アメリカ国有林管理の史的展開』（京都大学学術出版

会）や箕輪光博のニュージーランドの研究が（１９９７年９７））あるだけというのは不

思議な現象である。

現代の森林政策や森林管理においては，市民参加を如何に制度化するかが重要

な論点である。木平勇吉は土屋俊幸と柿澤宏昭の協力をえて，１９９４年に住民参加

と環境保全を課題とする国際シンポジウムを東京で開催した。アメリカ，カナ

ダ，ドイツ，イギリス，オーストラリア，ニュージーランドから，それぞれ１人

の報告があり，日本からは土屋俊幸と池田こみちが報告した１０８）。土屋は「森林

計画制度における市民参加の重要性」を，池田は「地方環境総合計画立案におけ

る市民参加と合意形成」を発表した。森林政策に関わる特定のテーマで国際シン

ポジュームやセミナールを行ない知識と経験を共有することは重要なことであ

り，今後とも活発に取り組む必要がある。

また市場メカニズムを活用して持続可能な森林管理を確保することも現代の課

題である。根本昌彦は森林認証の仕組みについて，FSC（森林管理協議会）は認

証基準を厳しくすることによって，認証材の希少性を主張し，価格プレミアムの

実現をめざしているのに対し，PEFC（全ヨーロッパ森林認証スキー）では木材

業界全体の水準を押し上げることを意図しており，認証材そのもののからプレミ

アムをえようとしていないとした（２００４年１０９））。志賀和人は PEFCについて分析

し，フィンランド，ドイツ，オーストリアでは地域認証が，スウェーデン，ノル

ウェーではグループ認証が，そしてスイスでは個別認証が推進されていることに

みるように，認証の仕方に各国の林業構造や森林組合などの性格が色濃く反映し

ているとした（２００４年１１０））。

５． 戦後比較森林政策論研究の特徴

６０年間にわたる戦後の比較森林政策論研究を通覧すると，以下のような特徴が

指摘できる。

第１に，比較森林政策論研究といっても，各国の林業と森林政策の分析，把握

が依然として中心であり，特定の課題を取上げて各国間の森林政策の共通点と特

徴を比較検討するという研究はようやく１９９０年代中葉になっておこなわれはじめ

たという状況である。このことはある意味で当然であるが，この間の研究によっ

て，各国の林業や森林政策に関する資料と情報は集積されているので，これから

は本格的な比較森林政策論研究をめざさなければならない。

第２に，わが国が戦後において東西冷戦体制という政治環境のもとに置かれた

こともあって，比較森林政策研究の主な対象国はアメリカとソ連邦であった。こ

うした特徴は戦後一貫しており，この間にアメリカとソ連邦・ロシアに関する研

究が多くの人によって行なわれてきたのである。従って，この特徴の故に，戦前

の研究の中心であったドイツやフランスなどのヨーロッパ諸国に対する研究が比

較的遅れることとなった。こうした傾向を促した要因として，林業は採取的林業
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て雪崩れ，落石，侵食防止などの国土保全を課題として指定されており，その指

定割合は８％に過ぎないこと，治山事業はこれまでほとんど行なわれておらず，

ようやく事業が行なわれたのは１９８６年の保安林再整備計画からである。なお保安

林にかんする個別研究としてはドイツの保安林に対する神沼公三郎の研究が

（１９９７年１０４）），フランスの保安林に対する香川隆英の研究などがある（１９９７

年１０５））。

ここで国有林に関する比較研究がほとんど行なわれていないことを指摘しなけ

ればならない。比較研究としては笠原義人が１９８０年代の動向を（１９８９年１０６）），石

井寛が環境重視，規制緩和時代の国有林経営の新動向をアメリカ，スウェーデ

ン，ドイツについて紹介した位があるだけである（１９９６年１０７））。国内的にはこの

時期に国有林のあり方が議論された時期にもかかわらず，個別研究として大田伊

久雄が２０００年に出版した『アメリカ国有林管理の史的展開』（京都大学学術出版

会）や箕輪光博のニュージーランドの研究が（１９９７年９７））あるだけというのは不

思議な現象である。

現代の森林政策や森林管理においては，市民参加を如何に制度化するかが重要

な論点である。木平勇吉は土屋俊幸と柿澤宏昭の協力をえて，１９９４年に住民参加
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から出発し，育成的林業へ発展するという石渡貞雄の理論的影響も見逃すことは

できない。アメリカとソ連邦はともに広大な森林資源をもつとともに，天然林採

取的林業が典型的に展開した国であることに改めて留意する必要がある。

第３に，研究成果の公開という点では１９８１年から２００５年の時期が飛躍的に高ま

っている。その要因として，わが国が世界最大の木材の輸入国になったこと，１９８５

年のプラザ合意にもとづく円高の進行によって，外国に容易に行けるようになっ

たこと，わが国が豊かな社会となり，環境問題に対する関心が高まるとともに，

新たな政策課題と政策手法構築への社会的要請が強まったこと，さらには１９９２年

の地球サミット以降において各国がこれまでの森林政策のあり方を見直し，環境

対応と市民参加型の森林政策を志向したことなどがある。ここで注目すべきこと

は新たな研究テーマへの取り組みとも関わって，研究方法上において，従来の歴

史的構造論的な研究手法から政策過程や制度面における人と人との関わりを重視

する社会学的制度的方法への転換がみられることである。このことはとくにアメ

リカ研究に著しくみられることに注意する必要がある。

第４に，戦前の研究が直接政策立案と関わって行なわれたのに対し，戦後の研

究は研究者が主体となり，学問的な関心にもとづいて行なわれたことに特徴があ

る。こうした特徴は研究の自立性からして当然のことであるが，研究と行政との

関連，また研究成果の社会的活用という点では問題がないとはいえない。戦後研

究の中心であったアメリカ研究とソ連邦・ロシア研究はこれまでの蓄積によって

かなりの纏りをみせているものの，行政における研究成果の活用という点ではみ

るべきものがない。その点で注目すべきことが林業基本法や森林・林業基本法の

制定時において林野庁が時間とお金をかけて外国の森林法や森林政策に関する情

報を集めたという状況が見られなかったことである。明らかに，この点では農業

政策との間には明確な違いがある。

いずれにしろ，今後とも森林政策は国際的な場面で議論されることが多く，国

際的な取り決めが国内の森林政策の枠組みをきめるということが強まることが予

想されるので，比較森林政策論研究の必要性が一層高まることになるだろう。

【参考文献および注】

１）高橋琢也『森林法論』明法堂，１８９８年。なお世界の森林法のモデルとなったフラン

ス森林法の全訳は，『フランス森林法，森林法執行命令付』として１８８１年に山林局か

ら出版されている。

２）農林省山林局『第１輯外国森林法規』，１９２８年

３）農林省山林局『第２輯外国森林法規』，１９３０年

４） Max Endres（１９０５）Forstpolitik, Julius Springer

５）塩谷勉「ソ連邦の林業と林政（１）」『林業経済』No．５０，１９５２年，９頁

６）筒井迪夫「アメリカにおける林産物利用の傾向」『林業経済』No．６，１９４９年，１８～

２１頁

７）太田研太郎「アメリカ林業思想の展開」『林業経済』No．７，１９４９年，１４～１８頁

８）野々村豊「アメリカ林業政策の問題」『林業経済』No．８，１９４９年，２０～２４頁

９）宮原省久「米国における木材市場の趨勢」『林業経済』No．２０，１９５０年，８～１７頁

１０）佐藤義弥「ソヴェート林業の展開」『林業経済』No．１５，１９４９年，１～５頁，

No．１６，４～８頁，No．１７，５～９頁

１１）塩谷勉「ソ連版「T・V・A」」『林業経済』No．２１，１９５０年，１６～２０頁

１２）池田博「ソヴィエートにおける森林収益論」『林業経済』No．３４，１９５１年，１５～１９

頁，No．３５，５～９頁，No．３６，１８～２２頁，No．３７，１８～２５頁，No．３８，８～１４頁

１３）島田錦蔵『アメリカ林業発展史』地球出版，１９４８年。この本はわが国で最初にアメ

リカ林業発展史を叙述しているが，参考文献や引用文献の提示がないために，どの

ような文献に依拠しながら本書が執筆されたのかが分からないのが残念なことであ

る。

１４）塩谷勉『ソ連邦の林業と林政』林野共済会，１９５３年。

１５）塩谷勉「ソ連邦の林業と林政（８）」を読むと，非常に興味深い叙述がある。１９２３

年のロシア共和国の森林法において，土地は国有であるが，農産物は「労働の原則

によって土地使用者の所有物となる。然るに森林は多くの場合何らの人間的労働を

用いずに，数十年後にその結果が取得されるので，その果実である木材も個人所有

から除外されて国家的所有に入れるを妥当とするという考え方である。この森林の

再生産過程における人間労働の比較的僅少なる役割およびそれに加えて森林の所在

地方に及ぼす国土保安的，公益的意義とが，「森林の国有化」，「林業の社会化」，の

明示された根本原因であって，森林資源は国家の直接的管理および処分に任されて

いる」（『林業経済』No．５７，１９５３年，２１頁）。
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１６）奥原日出男『アメリカ合衆国の林業行政』林野共済会，１９５４年

１７）『主要林業国における林野制度の概要』の出版年と執筆者は以下の通りである。

『スウェーデン篇』（１９９５４年，島田錦蔵），『ドイツ篇』（１９５５年，片山茂樹），『アメリ
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５５頁，No．８０，４６～５４頁，No．８１，４８～５５頁。半田良一「ルーマニアの林業と林政」

『森林組合』No．８３，１９７７年，５０～５７頁，No．８４，５０～５７頁。半田良一「東ドイツの林

業と林政」『森林組合』No．８５，１９７７年，３０～３９頁。半田良一「イギリスの林業と林

政」『森林組合』No．８６，１９７７年，３８～４５頁，No．８７，３０～３９頁，No．８８，４０～４９頁，

No．８９，３２～３９頁，No．９０，２９～３５頁。半田良一「オーストリアの林業と林政」『森林

組合』No．９１，１９７８年，３２～３９頁，No．９２，２９～３５頁。半田良一「スイスの林業と林

政」『森林組合』No．９３，１９７８年，２２～２９頁，No．９４，２８～３６頁。半田良一「西ドイツ

の林業と林政」『森林組合』No．９５，１９７８年，４０～４７頁，No．９７，２２～３２頁，No．９９，２６

～３３頁，No．１００，４０～４９頁，No．１０１，３２～４１頁，No．１０３，１７～２５頁

２２）船越昭治「近世における合衆国の公有地崩壊過程」『林業経済』No．８６，１９５５年，５

～１３頁

２３）岡田泰男「１９世紀後半レイク・スティツにおける林業」『林業経済』No．１３９，１９６０

年，１～１０，No．１４０，３５～４４頁，No．１４１，１～１０頁

２４）松島良雄「アメリカの林地利用」『林業経済』No．１１６，１９５８年，４～１１頁

２５）加藤隆「アメリカ合衆国における林産物の需要と価格の動向」『林業経済』

No．２９１，１９７３年，１６～２５頁

２６）野村勇『北アメリカ林業の展望』林業経済研究所，１９７７年

２７）Samuel Trask Dana（1956）Forest and Range Policy, McGraw−Hill,

２８）Albert C.Worrel（1970）Priciples of Forest Policy, McGraw−Hill. なお同書の訳は松

島，小沢訳『森林政策原論』日本林業調査会，１９７３年

２９）赤井英夫「戦後におけるソヴェート林業の展開」『林業経済』No．９１，１９５６年，１８～

２７頁

３０）田中茂「ソ連林業研究の２断面」『林業経済』No．１６７，１９６２年，９～１５頁

３１）荒谷明日児「１９世紀末ロシアの林業と木材工業」『林業経済』No．２６５，１９７０年，１

～１０頁，No．２６６，１４～２３頁，１９７０年，

３２）塩谷勉編著『ソ連邦の林業と木材工業』農林出版，１９６５年。同書の分担執筆者は赤

羽武，大金永治，大平英輔，切畑潤介である。

３３）阿部正昭「ドイツ国有林の成立過程についての試論」『林業経済』No．１７４，１９６３

年，４～１４頁，No．１７８，１～１１頁，No．１７９，８～１７頁

３４）小沢今朝芳『ドイツ森林経営史』日本林業調査会，１９６８年。プロイセンやザクセン

の林業を継承した旧東ドイツの林業の状況をみると，ドイツ林業に関する一般的な

理解となっている「林業についてはプロイセン，ザクセンが他の領邦国より進んで

いた」（同書３４頁）とはただちにはいえないと思う。戦後のドイツ林業をリードした

のはバイエルン州の林業であり，またバーデン・ヴェルテンベルク州の林業であっ

た。旧東ドイツの林業の実態をふまえつつ，プロイセンやザクセンの森林経営の実

相について再評価する必要がある。

３５）Karl Hasel（1971）Waldwirtschaft und Umwelt, Paul Parey. 同書の訳は中村三省訳

『林業と環境』日本林業技術協会，１９７９年

３６）Gerhard Speidel（1967）Forstliche Betriebswirtschaftlehre, Paul Parey. 同書の訳は

有賀，中村訳『林業経営経済学』地球出版，１９７１年
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１６）奥原日出男『アメリカ合衆国の林業行政』林野共済会，１９５４年

１７）『主要林業国における林野制度の概要』の出版年と執筆者は以下の通りである。

『スウェーデン篇』（１９９５４年，島田錦蔵），『ドイツ篇』（１９５５年，片山茂樹），『アメリ

カ篇』（１９５５年，島田錦蔵），『フランス篇』（１９５５年，小田許久），『スイス篇』（１９５６

年，島田錦蔵），『イギリス篇』（１９５６年，島田錦蔵）。

なお『スウェーデン篇』では１９４８年の森林法が，『フランス篇』では１９５２年森林法が，

『スイス篇』では１９０２年の森林法の全文が訳されている。また『イギリス篇』では１９１９

年森林法，１９５１年森林法が訳されている。研究史的にみると，『ドイツ篇』は戦前段

階のドイツ林業に関するわが国理解の水準が，また『イギリス篇』と『スイス篇』

には島田錦蔵が戦後において実施した現地調査の研究成果が反映している。

１８）石渡貞雄『林業地代論』農林統計協会，１９５２年。石渡貞雄『木材価格論』森林資源

総合対策協議会，１９５２年

１９） William B. Greeley（1953）Forest Policy, McGraw−Hill

松尾兎洋がこの本を抄訳しており，「ドイツの林業政策」『森林計画研究会会報』

No．２３，１９５４年，１４～１７頁「スカンジナビアの林業政策」『森林計画研究会会報』

No．２４，１９５４年，１０～１５頁，「スイスの林業政策」『森林計画研究会会報』No．２５，１９５５

年，１８～１９頁，「フランスの林業政策」『森林計画研究会会報』No．２８，１９５５年，７～

１１頁，「カナダの林業政策」『森林計画研究会会報』No．３０，１９５６年，１６～２０頁，「ア

メリカ合衆国の林業政策」『森林計画研究会会報』No．３７－４５，１９５６年

２０） Victor Dietrich（1953）Forstwirtschaftpolitik，Paul Parey

２１）半田良一「スウェーデンの林業と林政」『森林組合』No．７２，３２～３９頁，１９７６年，

No．７３，３０～３７頁，No．７４，３２～３９頁，No．７５，４６～４９頁。半田良一「ノルウェーの

林業と林政」『森林組合』No．７６，１９７６年，３６～４１頁，No．７７，４４～５１頁。半田良一

「フィンランドの林業と林政」『森林組合』No．７８，１９７７年，４８～５５頁，No．７９，４８～

５５頁，No．８０，４６～５４頁，No．８１，４８～５５頁。半田良一「ルーマニアの林業と林政」

『森林組合』No．８３，１９７７年，５０～５７頁，No．８４，５０～５７頁。半田良一「東ドイツの林

業と林政」『森林組合』No．８５，１９７７年，３０～３９頁。半田良一「イギリスの林業と林

政」『森林組合』No．８６，１９７７年，３８～４５頁，No．８７，３０～３９頁，No．８８，４０～４９頁，

No．８９，３２～３９頁，No．９０，２９～３５頁。半田良一「オーストリアの林業と林政」『森林

組合』No．９１，１９７８年，３２～３９頁，No．９２，２９～３５頁。半田良一「スイスの林業と林

政」『森林組合』No．９３，１９７８年，２２～２９頁，No．９４，２８～３６頁。半田良一「西ドイツ

の林業と林政」『森林組合』No．９５，１９７８年，４０～４７頁，No．９７，２２～３２頁，No．９９，２６

～３３頁，No．１００，４０～４９頁，No．１０１，３２～４１頁，No．１０３，１７～２５頁

２２）船越昭治「近世における合衆国の公有地崩壊過程」『林業経済』No．８６，１９５５年，５

～１３頁

２３）岡田泰男「１９世紀後半レイク・スティツにおける林業」『林業経済』No．１３９，１９６０

年，１～１０，No．１４０，３５～４４頁，No．１４１，１～１０頁

２４）松島良雄「アメリカの林地利用」『林業経済』No．１１６，１９５８年，４～１１頁

２５）加藤隆「アメリカ合衆国における林産物の需要と価格の動向」『林業経済』

No．２９１，１９７３年，１６～２５頁

２６）野村勇『北アメリカ林業の展望』林業経済研究所，１９７７年

２７）Samuel Trask Dana（1956）Forest and Range Policy, McGraw−Hill,

２８）Albert C.Worrel（1970）Priciples of Forest Policy, McGraw−Hill. なお同書の訳は松

島，小沢訳『森林政策原論』日本林業調査会，１９７３年

２９）赤井英夫「戦後におけるソヴェート林業の展開」『林業経済』No．９１，１９５６年，１８～

２７頁

３０）田中茂「ソ連林業研究の２断面」『林業経済』No．１６７，１９６２年，９～１５頁

３１）荒谷明日児「１９世紀末ロシアの林業と木材工業」『林業経済』No．２６５，１９７０年，１

～１０頁，No．２６６，１４～２３頁，１９７０年，

３２）塩谷勉編著『ソ連邦の林業と木材工業』農林出版，１９６５年。同書の分担執筆者は赤

羽武，大金永治，大平英輔，切畑潤介である。

３３）阿部正昭「ドイツ国有林の成立過程についての試論」『林業経済』No．１７４，１９６３

年，４～１４頁，No．１７８，１～１１頁，No．１７９，８～１７頁

３４）小沢今朝芳『ドイツ森林経営史』日本林業調査会，１９６８年。プロイセンやザクセン

の林業を継承した旧東ドイツの林業の状況をみると，ドイツ林業に関する一般的な

理解となっている「林業についてはプロイセン，ザクセンが他の領邦国より進んで

いた」（同書３４頁）とはただちにはいえないと思う。戦後のドイツ林業をリードした

のはバイエルン州の林業であり，またバーデン・ヴェルテンベルク州の林業であっ

た。旧東ドイツの林業の実態をふまえつつ，プロイセンやザクセンの森林経営の実

相について再評価する必要がある。

３５）Karl Hasel（1971）Waldwirtschaft und Umwelt, Paul Parey. 同書の訳は中村三省訳

『林業と環境』日本林業技術協会，１９７９年

３６）Gerhard Speidel（1967）Forstliche Betriebswirtschaftlehre, Paul Parey. 同書の訳は

有賀，中村訳『林業経営経済学』地球出版，１９７１年
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３７）石井はヘルムート・ブランドルの所説にしたがって，第２次大戦後，森林政策学者

から土地純収穫説と森林純収穫説の対立を止揚する理論が提起されたことに注意を

喚起したことがある。そこでは「ディートリッヒは，森林と人間社会の関係を理解

する上では，森林がもっている全ての機能を把握する必要があり，木材生産機能を

森林の他の機能の上においてはならないとして，純収益を唯一の経済目的にする考

えを打ち砕き，森林の多目的利用の道を切り開いたのである」（石井寛「ドイツ林業

の展開と現状に関する基礎的考察」『林業経済』No．５３６，１９９３年，６頁）。こうした

戦後のドイツ林学の考え方はわが国ではほとんど知られていない。

３８）松尾兎洋訳『スイスとその林業』日本林業協会，１９６４年

３９）沼田善夫「ヨーロッパ共同市場における林業政策」『林業経済』No．２９７，１９７３年，３２

～３７頁。沼田善夫「フランスの国家林業基金制度」『林業経済』No．３０２，１９７３年，２０

～２６頁。沼田善夫「大ブリテン・北アイルランド連合国の林業政策」『林業経済』

No．３２５，１９７５年，２４～２５頁。沼田善夫「ヨーロッパ経済共同体の林業への介入」『林

業経済』No．３２６，１９７５年，２４～２５頁

４０）餅田治之『アメリカ森林開発史』古今書房，１９８４年

４１）餅田治之「アメリカ合衆国の森林資源計画制度」『森林計画研究会会報』

No．３１３，１９８８年，１０～１９頁

４２）餅田治之「アメリカ北西部太平洋岸における環境問題と林業生産」『林業経済研究』

No．１２１，１９９２年，２～８頁

４３）加藤隆「戦後のアメリカ林業，林産業の構造変化とわが国への影響に関する研究」

『林業試験場研究報告』No．３３７，１９８６年，９１～１４１頁，No．３４２，１９８７年，１～３９頁

４４）村嶌由直『現代アメリカの木材産業』日本林業調査会，１９８８年

４５）畠山武道『アメリカの環境保護法』北海道大学図書刊行会，１９９２年

４６）畠山武道「アメリカ環境法と国有林の近年の動向」『林業経済研究』No．１２７，１９９５

年，３３～４０頁

４７）大田伊久雄「米国連邦有林における木材販売」『林業経済研究』No．１２７，１９９５年，１３７

～１４２頁。大田伊久雄「米国国有林における木材生産活動とエコシステムマネージメ

ント」『日本林学会誌』７８（３），１９９６年，３２７～３３４頁。大田伊久雄「国有林政策の

戦後過程と環境への配慮」村嶌由直編『アメリカ林業と環境問題』日本経済評論

社，１９９８年，１０２～１２８頁。大田伊久雄『アメリカ国有林管理の史的展開』京都大学

学術出版会，２０００年。大田伊久雄「国民の森林という視点からみたアメリカ国有林」

『日本林学会誌』８３（３），２００１年，１８３～１９０頁

４８）前掲，「国民の森林という視点からみたアメリカ国有林」『日本林学会誌』８３

（３），２００１年，１９０頁

４９）柿澤宏昭「合州国連邦有地政策の展開と９０年代の動向」『林業経済研究』No．１３１，１９９７

年，１５～２２頁。柿澤宏昭「アメリカ合州国北西部国有林におけるエコシステムマ

ネージメントの現状と課題」『林業経済研究』No．１３１，１９９７年，４９～５４頁。柿澤宏昭

「合衆国における国有林改革」『日本林学会誌』７９（２），１９９７年，９４～１０２頁。柿澤

宏昭『エコシステムマネージメント』築地書館，２０００年

５０）柿澤宏昭「エコシステムマネージメント」堺正紘編著『森林政策学』日本林業調査

会，２００４年，３２３頁

５１）柿澤宏昭「国有林経営・管理をめぐる合意形成のあり方に関する研究」『北海道大
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頁，「英国における私有林の経営と諸問題（３）」『林業経済』No．６４，１９５４年，３３～３５頁，
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ぼした影響に関する考察」『林業経済』No．６５２，２００３年，１～１３頁

１９５．根本昌彦「カナダにおける「持続可能な森林経営」の現状と課題」『林業経済』

No．６５８，２００３年，１～１８頁

１９６．志賀和人「スイスにおける地域森林管理と森林経営の基礎構造」『林業経済』

No．６５９，２００３年，１～１８頁

１９７．柴田晋吾「北米に見る環境保護論者とフォレスターの「協働」」『林業経済』No．６６０，２００３

年，１７～２７頁

１９８．大田伊久雄「フランスにおける森林・林業政策の現状と方向性」『林業経済』

No．６６１，２００３年，１～１７頁

１９９．柿澤宏昭「吸収源としてのロシア森林の評価とロシアの京都議定書への対応」『林業

経済』No．６６１，２００３年，１８～３２頁

２００．菊間満・林田光祐『ロシア極東の森林と日本』東洋書店，２００４年

２０１．阿部信行，ソコロフ，ダニリン編著『シベリアの森林』日本林業調査会，２００４年

２０２．坂田景祐，木平勇吉「日本，アメリカ合衆国，EUの地球温暖化に対する森林政策の

比較」『日本林学会誌』８６（１）２００４年，２０～２６頁

２０３．志賀和人「地域森林管理と自治体林政の課題」『林業経済研究』No．１５１，２００４年，１５

～２６頁

２０４．石井寛「諸外国の森林政策」堺正紘編著『森林政策学』日本林業調査会，２００４年，６１

～７３頁
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２０５．大塚生美・餅田治之「１９９０年代のアメリカ北西部太平洋岸地域における林業・木材産

業の構造変化」『林業経済』No．６６６，２００４年，１～１４頁

２０６．石井寛・神沼公三郎編著『ヨーロッパの森林管理』日本林業調査会，２００５年

２０７．福田淳「欧州諸国における違法伐採木材対策の現状と影響」『林業経済』No．６８３，２００５

年，１～１６頁

２０８．石井寛「スコットランドの大土地所有制と造林政策の変化（上）」『森林計画研究会会

報』No．４１８，２００５年，２３～３３頁，「スコットランドの大土地所有制と造林政策の変化

（中）」『森林計画研究会会報』No．４１９，２００５年，１５～２２頁

Ⅲ 比較森林政策論選著解題

選著１７－１

半田良一「西ドイツの林業と林政」『森林組合』No．９５，１９７８年，４０～４７頁，『森

林組合』No．９７，１９７８年，２２～３２頁，『森林組合』No．９９，１９７８年，２６～３３頁，

『森林組合』No．１００，１９７８年，４０～４９頁，『森林組合』No．１０１，１９７８年，３２～４１

頁

解題：本論文は雑誌『森林組合』に掲載されたものである。比較森林政策論は各

国の林業と森林政策について分析，把握されねばならないが，本論文は１９７０年代

の西ドイツの林業と森林政策について分析したものであるが，各国林業と森林政

策分析のモデルとなるものであり，比較森林政策研究を志す者は熟読してほしい

論文である。

選著１７－２

加藤隆「戦後アメリカ林業，林産業の構造変化とわが国への影響に関する研究」

『林業試験場研究報告』No．３３７，１９８６年，９１～１４１頁，『林業試験場研究報告』

No．３４２，１９８６年，１～３９頁

解題：本論文は林業試験場研究報告に掲載されたものであり，１９６０年代から８０年

代にかけて顕在化してきた，アメリカの林業，林産業の構造変化を明らかにする

とともに，同国の大手木材企業の海外市場拡大戦略の展開が，わが国の木材市場

にどのような影響を与えるかについて分析したものである。アメリカにおける少

数の大手企業による寡占的市場支配の状況を分析した意義は大きなものがある。

選著１７－３

大田伊久雄「国有林政策の戦後過程と環境への配慮」村嶌由直編『アメリカ林業

と環境問題』日本経済評論社，１９９８年，１０２～１２８頁

解題：本論文は多目的な森林管理を実践しているものとして世界的に知られるア

メリカ国有林を対象にして，第２次世界大戦後の森林経営理念ととともに，１９９２

年から採用されたエコシステムマネージメントについて分析した。さらに国有林

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／日本林業調査会／１７１４３７／２‐１７章　比較森林政策論  2006.10.30 10.57.02  Page 664 Black



664 665

２０５．大塚生美・餅田治之「１９９０年代のアメリカ北西部太平洋岸地域における林業・木材産

業の構造変化」『林業経済』No．６６６，２００４年，１～１４頁

２０６．石井寛・神沼公三郎編著『ヨーロッパの森林管理』日本林業調査会，２００５年

２０７．福田淳「欧州諸国における違法伐採木材対策の現状と影響」『林業経済』No．６８３，２００５

年，１～１６頁

２０８．石井寛「スコットランドの大土地所有制と造林政策の変化（上）」『森林計画研究会会

報』No．４１８，２００５年，２３～３３頁，「スコットランドの大土地所有制と造林政策の変化

（中）」『森林計画研究会会報』No．４１９，２００５年，１５～２２頁

Ⅲ 比較森林政策論選著解題

選著１７－１

半田良一「西ドイツの林業と林政」『森林組合』No．９５，１９７８年，４０～４７頁，『森

林組合』No．９７，１９７８年，２２～３２頁，『森林組合』No．９９，１９７８年，２６～３３頁，

『森林組合』No．１００，１９７８年，４０～４９頁，『森林組合』No．１０１，１９７８年，３２～４１

頁

解題：本論文は雑誌『森林組合』に掲載されたものである。比較森林政策論は各

国の林業と森林政策について分析，把握されねばならないが，本論文は１９７０年代

の西ドイツの林業と森林政策について分析したものであるが，各国林業と森林政

策分析のモデルとなるものであり，比較森林政策研究を志す者は熟読してほしい

論文である。

選著１７－２

加藤隆「戦後アメリカ林業，林産業の構造変化とわが国への影響に関する研究」

『林業試験場研究報告』No．３３７，１９８６年，９１～１４１頁，『林業試験場研究報告』

No．３４２，１９８６年，１～３９頁

解題：本論文は林業試験場研究報告に掲載されたものであり，１９６０年代から８０年

代にかけて顕在化してきた，アメリカの林業，林産業の構造変化を明らかにする

とともに，同国の大手木材企業の海外市場拡大戦略の展開が，わが国の木材市場

にどのような影響を与えるかについて分析したものである。アメリカにおける少

数の大手企業による寡占的市場支配の状況を分析した意義は大きなものがある。

選著１７－３

大田伊久雄「国有林政策の戦後過程と環境への配慮」村嶌由直編『アメリカ林業

と環境問題』日本経済評論社，１９９８年，１０２～１２８頁

解題：本論文は多目的な森林管理を実践しているものとして世界的に知られるア

メリカ国有林を対象にして，第２次世界大戦後の森林経営理念ととともに，１９９２

年から採用されたエコシステムマネージメントについて分析した。さらに国有林
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のレクリエーション事業について紹介している。わが国の国有林のあり方を考え

る場合，「国民のための国有林」を実現しているアメリカ国有林の理解は必須で

ある。

選著１７－４

柿澤宏昭「９０年代におけるアメリカ合州国国有林の市民参加」『森林計画学会誌』

No．２９，１９９７年，１３～２４頁

解題：森林管理の目的が木材生産から多目的利用に推転するにともなって，市民

参加や合意形成が重視されるようになった。本論文は１９８０年代のアメリカ国有林

の森林計画における市民参加を失敗として捉えるとともに，１９９２年からはじまっ

たエコシステムマネージメントにおいて，どのような条件が保証されると市民参

加が機能するのかを具体的に解明した。市民参加と森林管理の関係を考える場

合，多くの示唆をうることのできる論文である。

選著１７－５

根本昌彦「カナダにおける「持続可能な森林経営」の現状と課題」『林業経済』

No．６５８，２００３年，１～１８頁

解題：カナダの森林管理は森林を所有する州政府と巨大企業との連携を軸とした

テニュアー制度の上で行なわれていることが特徴であり，本論文はこうした構造

を前提とした場合に，連邦政府が推し進める持続可能な森林管理が現実に機能す

るかどうかを具体的に検討したものである。その結果，テニュアー制度のもとで

は実際に機能せず，先住民の土地財産権に対して十分な配慮がなされていないこ

とが指摘できると結論付けた。

選著１７－６

柿澤宏昭「ロシアの森林・林業」『諸外国の森林・林業』日本林業調査会，１９９９

年，２２１～２５７頁

解題：１９９１年にソ連邦は崩壊し，市場経済化にむけた新たな展開が始まった。そ

こでは社会主義から市場経済への移行というかってない事態が出現しており，そ

の実態解明には詳細な現地調査，文献の収集と解析が求められることになった。

そうした課題に取り組んだのは本論文であり，１９９０年代後半における極東地域に

おける森林管理と施業の実態，林産業と貿易の動向，自然保護区の状況を分析し

ている。

選著１７－７

山縣光晶「ドイツの森林・林業」『諸外国の森林・林業』日本林業調査会，１９９９

年，１５７～１９４頁

解題：わが国の森林政策に様々な影響を与えているドイツの森林政策や森林管理

の実態を正確に理解することは非常に重要である。本論文はドイツに詳しい著者

が現代ドイツの森林政策と森林管理の制度，実態，特徴を分析したものである。

１９７５年に制定された連邦森林法は森林の諸機能の発揮を最大の目標として，林業

振興はその前提ないし一つの手段として位置付けている。その他に本書では民有

林の助成策，近自然型の森林管理，森林行政改革について解説している。

選著１７－８

堀靖人「ドイツにおける林地平衡給付金制度」『日本林学会大会論文集』

No．１０４，１９９３年，８５～９０頁

解題：これまで林業の助成は造林，林道への助成というように事業別に行なわれ

ることが通例であった。しかしガットやWTOが推進する自由化の推進と矛盾し

ない助成として，生産増加に結びつかない助成策が EUを中心に工夫され，農業

を中心に制度化されてきた。本論文がとりあげるバーデン・ヴェルテンベルク州

の林地平衡給付金は世界で初めて実施された森林所有者に対する直接所得補償で

ある。わが国でも今後，こうした制度が創設されることが見通されるので，本論

文の意義は大きいものがある。

選著１７－９

沼田善夫「フランスの森林・林業」『諸外国の森林・林業』日本林業調査会，１９９９

年，９７～１２６頁
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のレクリエーション事業について紹介している。わが国の国有林のあり方を考え

る場合，「国民のための国有林」を実現しているアメリカ国有林の理解は必須で

ある。

選著１７－４

柿澤宏昭「９０年代におけるアメリカ合州国国有林の市民参加」『森林計画学会誌』

No．２９，１９９７年，１３～２４頁

解題：森林管理の目的が木材生産から多目的利用に推転するにともなって，市民

参加や合意形成が重視されるようになった。本論文は１９８０年代のアメリカ国有林

の森林計画における市民参加を失敗として捉えるとともに，１９９２年からはじまっ

たエコシステムマネージメントにおいて，どのような条件が保証されると市民参

加が機能するのかを具体的に解明した。市民参加と森林管理の関係を考える場

合，多くの示唆をうることのできる論文である。

選著１７－５

根本昌彦「カナダにおける「持続可能な森林経営」の現状と課題」『林業経済』

No．６５８，２００３年，１～１８頁

解題：カナダの森林管理は森林を所有する州政府と巨大企業との連携を軸とした

テニュアー制度の上で行なわれていることが特徴であり，本論文はこうした構造

を前提とした場合に，連邦政府が推し進める持続可能な森林管理が現実に機能す

るかどうかを具体的に検討したものである。その結果，テニュアー制度のもとで

は実際に機能せず，先住民の土地財産権に対して十分な配慮がなされていないこ

とが指摘できると結論付けた。

選著１７－６

柿澤宏昭「ロシアの森林・林業」『諸外国の森林・林業』日本林業調査会，１９９９

年，２２１～２５７頁

解題：１９９１年にソ連邦は崩壊し，市場経済化にむけた新たな展開が始まった。そ

こでは社会主義から市場経済への移行というかってない事態が出現しており，そ

の実態解明には詳細な現地調査，文献の収集と解析が求められることになった。

そうした課題に取り組んだのは本論文であり，１９９０年代後半における極東地域に

おける森林管理と施業の実態，林産業と貿易の動向，自然保護区の状況を分析し

ている。

選著１７－７

山縣光晶「ドイツの森林・林業」『諸外国の森林・林業』日本林業調査会，１９９９

年，１５７～１９４頁

解題：わが国の森林政策に様々な影響を与えているドイツの森林政策や森林管理

の実態を正確に理解することは非常に重要である。本論文はドイツに詳しい著者

が現代ドイツの森林政策と森林管理の制度，実態，特徴を分析したものである。

１９７５年に制定された連邦森林法は森林の諸機能の発揮を最大の目標として，林業

振興はその前提ないし一つの手段として位置付けている。その他に本書では民有

林の助成策，近自然型の森林管理，森林行政改革について解説している。

選著１７－８

堀靖人「ドイツにおける林地平衡給付金制度」『日本林学会大会論文集』

No．１０４，１９９３年，８５～９０頁

解題：これまで林業の助成は造林，林道への助成というように事業別に行なわれ

ることが通例であった。しかしガットやWTOが推進する自由化の推進と矛盾し

ない助成として，生産増加に結びつかない助成策が EUを中心に工夫され，農業

を中心に制度化されてきた。本論文がとりあげるバーデン・ヴェルテンベルク州

の林地平衡給付金は世界で初めて実施された森林所有者に対する直接所得補償で

ある。わが国でも今後，こうした制度が創設されることが見通されるので，本論

文の意義は大きいものがある。
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沼田善夫「フランスの森林・林業」『諸外国の森林・林業』日本林業調査会，１９９９

年，９７～１２６頁
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解題：フランスは１８２７年に森林法を制定し，各国の近代の森林法制定に大きな影

響を与えてきた。しかしながらわが国ではフランスの林業と森林政策に関する情

報は少なく，そのことが比較森林政策論構築の問題点の一つとなっていた。本論

文の筆者は戦後において一人フランスについて研究を行なってきており，本論文

はフランスの林業と森林政策に関する筆者の代表的論文である。

選著１７－１０

志賀和人「スイスにおける地域森林管理と森林経営の基礎構造」『林業経済』

No．６５９，２００３年，１～１８頁

解題：スイスは中世の伝統を継承したゲマインデが依然として力をもっており，

その森林経営と森林行政はゲマインデによって実行されている。本論文はそうし

た特徴を持つスイスの森林経営と森林行政の仕組みを解明した。その成果によれ

ば，一定面積以上の森林を持つゲマインデは森林官を雇用し自由に森林経営を行

なう一方，森林法の規定に基づいて森林行政を行なうカントンはゲマインデに分

担金を支払って，選木の記号付け，伐採許可，助言活動，森林現況の監視などの

業務をゲマインデに委託している。このような仕組みがスイスの分権的森林政策

の基礎構造をなしている。

選著１７－１１

鶴助治「イギリスの森林・林業」『諸外国の森林・林業』日本林業調査会，１９９９

年，１９５～２２２頁

解題：イギリスの森林政策の展開をみると，１９世紀の「夜警国家」による林業へ

の無干渉，１９１９年の土地買収による国有林の創設と造林の実施および１９４７年から

の私有林への造林助成，１９７９年のサッチャー政権の成立による国有林の売り払い

と造林における私有林の重視，というように資本主義の発展段階に規定された経

済政策動向に影響されている。本論文は長い間，イギリス林業と森林政策につい

て研究してきた筆者が現代の動向について分析した論文である。

選著１７－１２

柳幸広登「ECにおける林業助成政策の展開」『林業経済』No．６５９，２００３年，１

～１８頁

解題：森林政策は EUの共通政策の課題ではないが，EUは共通農業政策や環境

政策などとの関連で森林に関わる具体的施策を実施している。本論文では EUの

理事会規則，命令などを詳細に分析し，林業施策は１９７０年代後半に共通農業政策

における条件不利地域対策の一環として始まったこと，１９８０年代半ばには，理事

会規則が制定されて，農地造林への助成が全ての地域で行なわれるようになると

ともに，大気汚染や火災からの森林保護が助成の対象になったことを具体的に明

らかにした。

選著１７－１３

石井寛「フランス，ドイツ，日本の森林政策の展開とその特徴」『林業経済研究』

No．１４８，２００３年，３～１２頁

解題：本論文は各国の森林政策が森林法を法的根拠に行なわれていることに着目

して，森林法の比較研究を行なった。取上げた国はフランス，ドイツ，日本であ

り，私有林に対する施策を軸に森林法の展開を「森林施業規制・警察法としての

森林法→森林造成・林業振興法としての森林法→土地利用規制・環境法としての

森林法」としてモデル化して，各国を位置付けた。わが国の森林政策は１９６４年に

林業基本法が制定された以降，林業基本法と森林法を法的根拠にしており，そう

した法的構成にわが国森林政策の産業政策重視という特徴が表れているとした。

石井 寛（北海道大学大学院農学研究科）

大田伊久雄（愛媛大学農学部）

堀 靖人（森林総合研究所林業経営・政策研究領域）
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